
(引渡日決定時)

　ファイバーエース無結露30年延長保証書の発行を申請いたします。
①～⑪までの項目をご記入下さい。

　フリガナ

　フリガナ
〒 □ 都 □ 道

□ 府 □ 県

印

下記内容をご確認の上、ご記入下さい。

20 年 月 日

建築主様へ保証約款、個人情報の保護に関する条項を説明し、ファイバーエース無結露30年延長保証
を申請及び発行を依頼致します。

事業社名 施工認定士名

■ お問合せ

〒461.0001
名古屋市東区泉一丁目16-7 Ｋ21ビル4階

※保証書の送付先住所が登録認定店住所と異なる場合はセルロースファイバー保証協会までご連絡下さい。

※保証の申請はお引き渡し後一ヵ月以内にしていただくようお願いいたします。

⑩保証申請時
　必要書類等

※ 準備できた書
　　類にチェック
　　を記載

必
　
須

□ 　個人情報保護に関する条項及び、同意書（2枚目・表面）

届出事業者№

20

届出事業者名

　施工写真（3枚）（黒板等で邸名、日付を入れてください）

□

⑨工法（構造）
※ いずれかにチェックを記載

　木造　（　□ 軸組　　・　　□ 枠組　）　　、　　□ その他構造　（　　　　　　　　　　　　　）

　ファイバーエース無結露30年延長保証　申請書兼発行依頼書（本紙）

ファイバーエース無結露３０年延長保証　申請書兼発行依頼書

□

④申込担当者
緊急連絡先

日年

日0 年2

①申込日（西暦）

□ 　瑕疵保険証券の写し

月

　■　ファイバーエース無結露３０年延長保証

㎡⑧セルロース施工面積
※ 実際の施工面積を記載

②
申
込
者

（

被
保
険
者
）

ＣＥＧＡ [セルロースファイバー保証協会]

引渡日

　設計図書　［　仕様書　・　平面図　・　立面図　・矩計図　］

登録物件Ｎo.

印

FAX：052-212-8778

氏名

月

TEL.：052-971-3335

連絡先

□

⑥申込物件団体名

様邸

建築地住居表示

物 件 名③
物
件
情
報

階　地上 階 、 地 下⑦階数

⑤保険の種類



つ定を、඲䛶のᙺဨ、඲䛶の社ဨ䛜㑂Ᏺする䛣䛸に䜘䜚、䛚ᐈ様をᑛ㔜し、䛚ᐈ様か䜙の当༠఍にᑐするಙ頼に䛚ᛂ䛘し䛶いきます。

䛂個人情報䛃䛸䛿、下記の①ཪ䛿③に記載され䛶いる情報の䛣䛸をい䛖。 　(ᥦ౪される情報) ➨9条　(ᑂᰝ結ᯝの連絡・᭷ຠᮇ㝈)
① 当༠఍ᡤ定のファイバーエース無結露30年延長保証書(௨下䛂保 ᰝᑂ䛜఍༠当、き䛵ᇶに䜏込申の䜙か者込申䛜఍༠当、䛿者込申　報情人個る䜑定に条1➨

証書䛃䛸いいます。)に記載された氏名、建築地、住居表示 した内容を఍ဨに㏻▱する䛣䛸に同意します。
(本ዎ約⥾結ᚋに当社䛜㏻▱をཷ䛡る等し䛶▱䜚ᚓたኚ᭦情報をྵ䜐。) ➨5条　(ጤク) ᑦ、ᑂᰝ結ᯝ䛿ᑂᰝ時Ⅼの䜒ので䛒䜚、施工ᚋにⴭしい情報のኚື
② 本ዎ約に関する申込日、保証㛤ጞ日の䛂ዎ約情報䛃 　当༠఍、➨2条に定䜑る฼⏝目ⓗの㐩ᡂに必要䛺⠊ᅖ内に䛚い 䜔、申請内容のኚ᭦等䛜䛒るሙྜに䛿ዎ約でき䛺いሙྜ䛜䛒䛳䛶䜒

。䜣䛫ま䛶立し申を㆟␗。すま䜚䛒䛜ྜሙるすクጤを㒊୍䛿ཪ㒊඲のいᢅ䜚ྲྀの報情人個䛶䛃報情引ྲྀ䛂のᚋ結⥾約ዎるす関に約ዎ本③
(本ዎ約⥾結ᚋに当社䛜㏻▱をཷ䛡る等し䛶▱䜚ᚓたኚ᭦情報をྵ䜐。) そのሙྜ、当༠఍䛿、個人情報䛜Ᏻ඲に⟶⌮される䜘䛖、ጤク先に

ᑐする必要か䛴㐺ษ䛺┘╩を行います。 ➨10条　(つ約のኚ᭦)
➨2条　(฼⏝目ⓗ) 　当༠఍䛿、本条項をኚ᭦したሙྜ、ኚ᭦内容䛜申込者に㔜኱䛺ᙳ

当社䛿、௨下の฼⏝目ⓗの⠊ᅖ内で個人情報を཰㞟・฼⏝する。 ➨6条　(個人情報の保護ᑐ⟇) 㡪を及䜌すᜍれ䛜䛒るሙྜに䛿、申込者に㏻▱䜒し䛟䛿㐺ษ䛺᪉法
。すまし䛸の䜒るす▱࿌でにⓗᮇ定しᑐにဨ業ᚑ、䜑たの護保の報情人個、䛿఍༠当、1䜑たのุ᩿るす関に込申約ዎ本①

。すまし⌮⟶に㔜ཝをいᢅྲྀの報情人個、い行を⫱ᩍ䜑たの行ᒚの約ዎ本②
③ 保証ዎ約者様に䛸䛳䛶᭷⏝䛸ᛮ䜟れる当༠఍の䝃ー䝡スの⤂௓、 2、 当༠఍の保᭷する䝕ー䝍䝧ース䝅ス䝔䝮に䛴い䛶䜒、䜰クセス ➨11条　(ၥྜ䛫❆ཱྀ)

。すま䜚䛺䛸⨫㒊ᛂᑐ䛜ཱྀ❆当担の఍༠当、䛿䛶い䛴に報情人個　。すま䛨ㅮを⟇ᑐ䜱䝔リ䝳䜻セ䛺要必䛹䛺䛖行を⌮⟶・㝈ไの䜑たの౪ᥦ
関に㝖๐・ṇゞ・示㛤の報情人個、ᑦにྜሙるす౪ᥦに者୕➨を報情人個、き䛵ᇶに意同の者込申、3䜑たのᛂᑐᨾ事䛿ཪ、行発の書証保④ する請ồ❆ཱྀ、個人情報に関

䛚䛸の記下、䛿先䛫ྜၥ䛚るすを╩┘䛺ษ㐺䛴か要必、䛖䜘い䛺䛜等い䛘₃の報情人個、䛿䜑たるす行㐙をົ業るす㝶௜にົ業記上他のそ⑤ 䜚です。
行います。

➨3条　(セ䞁䝅䝔䜱䝤情報)
　申込者䛿、当社䛜本ዎ約を⥾結し䜘䛖䛸する者䛜申込者本人で䛒る ➨7条　(個人情報の㛤示・ゞṇ・๐㝖)
䛣䛸に┦㐪䛺いかを確認するた䜑、本⡠地等の情報をྵ䜐㐠㌿චチ証・ 1、 申込者䛿、当社に཰㞟され䛶いる⮬ᕫに関する個人情報を当
䝟ス䝫ー䝖等の個人を証明する書類の確認をする䛣䛸を同意します。 ༠఍のᡤ定の᪉法に䜘䜚㛤示する䜘䛖請ồする䛣䛸䛜できます。

2、 当༠఍䛜保᭷する個人情報䛜୙ṇ確また䛿ㄗ䜚で䛒る䛣䛸䛜
➨4条　(個人情報の➨୕者へのᥦ౪同意) ุ明したሙྜに䛿、当༠఍䛿㏿䜔かに᭱᪂の情報へゞṇまた 住ᡤ 䠖 〒㻠㻢㻝㻙000㻝　ឡ▱県名ྂᒇᕷᮾ༊Ἠ䠍㻙㻝㻢㻙䠓 㻷2㻝䝡ル䠐㻲

1、 当༠఍䛿、཰㞟した個人情報をḟにᥖ䛢るሙྜを㝖䛟䜋か、䛒䜙か 䛿๐㝖いたします。 䠰䠡䠨 䠖 0㻡2㻙㻥㻣㻝㻙 333㻡 㻲㻭㼄䠖 0㻡2㻙2㻝2㻙㻤㻣㻣㻤
䛨䜑本人の同意をᚓ䛺いで、➨୕者にᥦ౪する䛣䛸䛿䛒䜚ま䛫䜣。 3、 当༠఍䛿、฼⏝目ⓗのไ㝈を㉺䛘䛶個人情報を฼⏝し䛶いる

。すまし意同に項条るす関に護保の報情人個、記上法୙䛿たまྜሙる䛒での䜒たれさᚓྲྀを報情人個に法୙、ྜሙྜሙ䛟䛵ᇶに௧法①
② 人の⏕࿨、㌟体ཪ䛿㈈⏘の保護のた䜑に必要䛜䛒るሙྜで䛒 に➨୕者に個人情報をᥦ౪したሙྜに䛿、申込者のồ䜑にᛂ䛨

印名⨫䛃等Ṇ೵⏝฼䛂(౪ᥦのへ者୕➨䛿䛟し䜒⏝฼の報情人個ヱ当䛶き䛸る䛒で㞴ᅔ䛜事るᚓを意同の人本、䛶䛳
③ ᅜのᶵ関ⱝし䛟䛿地᪉බඹ団体ཪ䛿そのጤクをཷ䛡た者䛜法 䛸い䛖。)を೵Ṇします。た䛰฼⏝೵Ṇ等を行䛖䛣䛸䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ

௧に定䜑る事ົを㐙行する䛣䛸にᑐし䛶༠ຊする必要䛜䛒るሙ で䛒䛳䛶本人のᶒ฼฼┈を保護するた䜑必要䛺௦᭰ᥐ⨨をㅮ
ྜで䛒䛳䛶、本人の同意をᚓる䛣䛸に䜘䜚当ヱ事ົの㐙行にᨭ その㝈䜚で 、䛶い䛴に証保長延年03露結無スーエーバイァフ。䜣䛫ま䜚䛒䛿 約款の

。たしま䛡ཷを明説䛿ྜሙた䛳か䛺䜙⮳に約ዎ(ᚋ஢⤊引ྲྀの䛸者込申、䛿఍༠当、4き䛸る䛒䛜れそ䛚す䜌及を㞀
2、 申込者䛿、௨下の定䜑にᚑい、当༠఍の個人情報を➨୕者䛸┦஫ ᑂᰝ結ᯝ日か䜙)5年⤒㐣ᚋ、申込者の事๓のᢎㅙをᚓる䛣䛸䛺

印名⨫。すましཤᾘに඲᏶䛴か඲Ᏻを報情人個、䛟。すまし意同を䛸䛣るす⏝฼に
　(฼⏝目ⓗ)

① 保証書の᭦᪂・⟶⌮ ➨㻤条　(本条項୙同意のሙྜのฎ⨨)
。たしまい行を認確人本、ົ業明説の款約表書約ዎび及書込申(項事載記䛺要必䛶い䛚に約ዎ本䛜者込申　⌮⟶・᪂᭦の約ዎ本②

④ その他上記目ⓗに௜㝶する業ົを㐙行するた䜑 面で記載す䜉き事項)の記載をᕼᮃし䛺いሙྜ、及び本条項の඲㒊
印名者業事当担䛜䛸䛣るすྰᣄを約ዎ本䛿社当、䛿にྜሙい䛺᮶出認ᢎを㒊୍䛿ཪ)者⏝฼(　

当༠఍、当༠఍䛜本ዎ約にᇶ䛵䛟業ົをጤクする఍社 できる䜒の䛸します。ణし、➨2条④に同意し䛺いሙྜ䛿、䛣れを⌮⏤
印名士定認工施。䜣䛫ま䜚䛒䛿䛸䛣るすྰᣄを約ዎ本䛜఍༠当に社఍険保ཷ引、）ᗑົ工工施（ᗑ┕ຍ఍༠当

୍⯡社団法人　セルロースファイバー保証༠఍

䛆　個人情報の保護に関する同意書　䛇

個人情報の཰㞟・฼⏝・ᥦ౪等に関する条項(඲体を㏻䛨䛶、䛂本条項䛃䛸いいます。)

➨1条　(個人情報)

ファイバーエース無結露30年延長保証㻔௨下䛂本ዎ約䛃䛸い䛖。)の申込者㻔ዎ約者䜒ྵ䜐。௨下䛂申込者䛃䛸い䛖。)䛿、୍⯡社団法人セルロースファイバー保証༠఍㻔௨下䛂当༠఍䛃䛸い䛖。)䛜本条項᱌にᚑい個人情報をྲྀᢅ䛖䛣䛸に同意します。

୍⯡社団法人セルロースファイバー保証༠఍(௨下、䛂当༠఍䛃䛸いいます。)䛿事業を㏻䛨䛶䛚ᐈ様か䜙ごᥦ౪いた䛰きました個人情報の୍䛴୍䛴䛜䛚ᐈ様の䝥䝷イバ䝅ーを構ᡂする㔜要䛺情報で䛒る䛣䛸を῝䛟認㆑し、業ົに
䛚い䛶個人情報をᢅ䛖ሙྜに䛿、確実・኱ษにᢅ䛖䛣䛸䛿䜒䛱䜝䜣様䚻䛺情報にᑐし、ᑛᩗのᛕをᣢ䛳䛶ྲྀᢅ䛖䛸ඹに、個人情報に関する法ᚊ、当༠఍の事業を㏻䛨䛶関ಀする඲䛶の法௧䛚䜘び個人保護のた䜑に定䜑た社内



ファイバーエース無結露３０年延長保証約款 
 

 

第 1条（総 則） 

 一般社団法人セルロースファイバー保証協会（以下「協会」という。）は、会

員（保証書記載の保証者である施工会社、以下｢会員」という。）が請け負った

工事の目的物（以下「工事目的物」という。）について被保証者（保証書記載の

施主。但し法人を除く個人とする。）に対して施工上の瑕疵がない場合に、この

約款に従って保証します。 

 

第 2条（契約の成立） 

 保証契約の成立は、保証料の納付と協会が被保証者に対して所定の保証書を

交付することで成立します。 

 

第 3条（保証対象及び期間） 

 協会が保証する対象及び期間は、当該工事の種類または部位等により、別表

１に定めるところとなります。 

２ 保証する期間は、保証書記載の発行日から起算して 10年とします。 

３ 保証期間終了後の延長保証については、保証期間満了前に協会の指定検査

機関の検査、または施行会社による自主検査により、再度発行申請を行うこ

とにより更に 10年延長する事ができます。但し更新は 2回までとし最長を 30

年とします。 

 

第 4条（保証の限度額） 

 協会が保証する工事は、保証する工事について別表１の条件を満たし、別表

２に定める金額に相当する工事を限度とします。 

２ 法令に定められた瑕疵保険を優先します。 

 

第 5条（免責事項） 

 協会は、以下いずれかの事項に起因して生じた工事目的物の不具合について

の保証の責任は負いません。 

(1) 一般的免責事項 

 イ．地震、噴火、洪水、津波、地盤変動、地盤沈下、風害、水害、凍結、ま

たはこれらに類似の変象並びに塩害、公害、異常電圧によるもの 

 ロ．戦争、内乱、そうじょう、労働争議による場合 

 ハ．建物の倒壊、火災、落雷、破裂、爆発、水没、水漏れ、または外部から

の物体の落下・飛来・衝突のもしくは盗難等の偶然且つ外来の事由 

 ニ．会員（下請けした者を含む。）が施工した部位以外の部位の損傷等による

場合 

 ホ．工事の施工中またはその前後における会員（下請けした者を含む。）以外

の行為等による場合 

 ヘ．所有者または使用者の不適切な維持管理または受注契約時の使用目的と

異なる方法による場合 

ト．被保証者から支給された資材または工事注文者の与えた指図による場合 

 チ．保証した当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象

による場合 

リ．工事目的物の損傷による第三者からの損害賠償 

(2) 個別的免責事項 

 イ．協会が認可した以外の製品及び施工を行った場合 

 ロ．協会が認可した以外の製造会社の部材を採用した場合 

ハ．適用工事以外の工事の場合 

ニ．協会以外で工事目的物を修補した場合 

ホ．建物に欠陥があった場合 

  へ．会員が協会へ保証申請しなかった、もしくは保証料を支払わなかった場          

  合 

ト．会員が工事後、協会へ申請書類一式を提出しない、または申請書類一式

に不備がある場合 

  チ．施工上の瑕疵があった場合 

 

 

 

 

リ．保証を引受する時に協会認定の認定士が在籍していない場合 

 ヌ．保証期間中に正常な使用状態ではなかった場合 

 

第 6条（変更等通知義務） 

保証契約締結後、保証書の記載事項に変更が発生した場合には、被保証者は、

遅滞なく書面をもってその旨を協会へ通知する事とします。 

２ 保証契約締結後、被保証者は建物の大規模修繕や電気設備の修繕をする場

合は、協会に通知した上で、保証対象品に問題がないか確認をする事としま

す。 

  

第 7条（保証契約の解除） 

協会は下記にいずれかに該当する場合、保証書に記載された被保証者の住所

宛に送付する書面による通知をもって、この保証契約を解除することができま

す。  

 イ．被保証者と会員の間に成立した工事目的物に関する請負契約について、

被保証者がその債務を履行しない場合 

 ロ．前項のほか、協会はこの保証契約を解除する相当の理由があると認めた

場合 

 

第 8条（保証契約の無効） 

 協会は保証契約の締結の際、次の事実があったときはこの保証契約を無効と

します。 

尚、保証契約の保証料については返還しません。 

 イ．この保証契約に関し、被保証者及び会員に詐欺の行為があった場合 

 ロ．被保証者が工事に不具合があることを知っていた場合 

 ハ．保証書に所定事項の記載がない場合、または記載された字句が書き換え

られたり、書き加えられた場合 

 ニ．保証書に事実と異なることが記載された場合 

 ホ．被保証者の故意または過失により建物欠陥がある場合 

 

第 9条（保証契約の失効） 

 保証契約締結後、次の場合は保証契約が失効します。 

 イ．別表１に定める保証期間が経過し、期間内に更新手続きがなされなかっ

た場合 

 ロ．別表１に定める保証期間中であっても、別表２に定める保証限度額を満

たす保証事由が発生した場合 

 ハ．保証書を紛失した場合（但し、再発行手続きにて継続可能とする） 

 ニ．建物が倒壊した場合 

 ホ．建物所有者を協会への通知なく変更した場合 

 

第 10 条（通知義務） 

 被保証者は、工事目的物の破損を発見した場合、または結露の恐れがある場

合、損傷の拡大を防止するとともに遅滞なく協会または会員に通知しなければ

なりません。 

２ 被保証者が前項に反して、正当な理由なく損傷の拡大を防止しなかった場

合、協会は、当該防止を怠ったことにより、第 3 条（保証対象及び期間）に

定める保証責任を免れるものとします。 

３ 被保証者が第１項に反して、正当な理由なく通知しない場合または通知が

遅れた場合は、協会は、当該通知がなかったこと、また遅れたことにより第 3

条（保証対象及び期間）に定める保証責任を免れるものとします。 

 

第 11 条（有償点検） 

 協会は、前条の規定に基づき協会または会員に通知があったときは、すみや

かに工事目的物を点検し、工事目的物の結露を防止するため必要な応急措置を

有償にて実施します。 

 
 

 

２ 協会が必要と認めたときは、協会自らまたは会員である施工業者をして工

事目的物の不具合を防止するための必要な応急措置を有償にて実施します。 

 

第 12 条（保証債務履行） 

 協会は第 11 条（有償点検）に基づき、保証責任が発生した場合は、第 3条及 

び第 4 条に従い、保証債務の履行を行うものとします。また被保証者は保証書

を修補担当者もしくは協会に提示するものとします。 

 

第 13 条（保証債務履行請求権の譲渡の禁止） 

 被保証者は、当該工事物件の所有権の異動が発生した場合は、協会に対する

債務補償請求権を当該工事物件の新たな所有者等に譲渡することができない事

とします。 

 但し、非保証者の２親等まで変更可能とし、保証書の再発行手続きをもって

保証の継続をできる事とします。 

 

第 14 条（当事者の協議） 

 この約款に定めのない事項については、被保証者、協会の協議によるものと

します。 

 

第 15 条（訴訟の提起） 

 この保証契約に関する訴訟は、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 

 

 
別表１ 保証対象と保証期間 
  

保証対象 
工事の種類 

保証対象 
工事の部位  

保証期間 

ファイバーエースの使用

をした請負工事（新築・リ

フォーム）であり、発注者

毎の同一事業所の単一工

事。 

当協会の定める認定

断熱材（ファイバーエ

ース）を施工した壁体

部位と、認定断熱材を

保証部位とする。 

保証書記載の発

効日より 10年と

する。但し更新

は 2 回までとし

最長 30 年とす

る。 
 
別表２ 保証内容と保証限度額 
    

   保証事由    保証範囲 保証限度額 
当協会認定店による施

工であり、協会が指定す

る施工講習を終了した

会員の施工で、施工完了

報告書と保証書発行申

請書が提出され、協会が

保証書を発行の後、当協

会の認定断熱材の結露

の原因による、壁体など

他の部分へ損害が発生

した場合。 

当協会員による協会の

施工基準書に基づいた

施工あり、当協会の定

める認定断熱材を使用

し、適切に行われた施

工あり、且つ施工報告

書通りの施工である場

合で、施工完了後に当

協会の発行した保証書

記載の発効日以降に発

生した事故に対して、

当該部位に関わる補修

工事金額を上限とす

る。 

請負工事毎の同

一事業所の単一

工事における一

棟あたり 500 万

円を限度とする。 

 


